
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
公
印
を
改
刻
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
件

三
九
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

三
九
一

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

三
九
二

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

三
九
二

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所

在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

三
九
二

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

三
九
二

公

告

○
港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要
を
公
告
す
る
件

三
九
三

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件
二
件

三
九
四

告

示

福
島
県
告
示
第
五
百
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
改
刻
し
、
平
成
二
十
九
年
七
月
十
二
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
印番

号

公

印

の

名

称

印

影

公

印

管

理

者

福
島
県
現
金
取
扱
員
印
（
福

福
島
県
福
島
空
港
事
務
所

24の２

島
県
福
島
空
港
事
務
所
用
）

の
福
島
県
現
金
取
扱
員

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
九
年
七

月
十
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光
部
産
業
政

策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

郡
山
駅
東
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
郡
山
市
向
河
原
町
百
六
十
三
番
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ア
ラ
ジ
ン
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役
社
長

吉
村

聖
二

福
島
県
郡
山
市
島
二
丁
目
三
十
二
番
二
十
四
号

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ア
ラ
ジ
ン
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役
社
長

吉
村

圭
三

福
島
県
郡
山
市
島
二
丁
目
三
十
二
番
二
十
四
号

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
一
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
九
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
ア
ラ
ジ
ン
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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福
島
県
告
示
第
五
百
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
八
槻
字
八
ツ
脇
九
四
、
九
六
の
一
、
九
七
、
一
〇
〇
の
二
、
一
四
五
、
一

四
六

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
棚
倉
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
棚
倉
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

南
相
馬
市
原
町
区
雫
字
犬
這
一
四
四
（
国
有
林
）
、
字
北
●
田
一
六
七
の
一
か
ら
一
六
七
の
三
ま
で

（
以
上
三
筆
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

潮
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び

南
相
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
南
会
津
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

大
竹
茂
平

星
博
文

星
源
一

星
政
親

星
達
雄

渡
部
ニ
シ

渡
部
恭
子

大
竹
幸
一

児

山
義
一

渡
部
彌

星
房
夫

星
余
市

渡
部
一
伸

星
武
多

大
竹
正
司

星
博
文

渡
部
昶

一

小
島
美
穂

小
島
克
彦

相
原
慎
二

飯
野
ム
ツ
子

大
竹
正
宏

渡
邉
功

湯
田
利
喜
男

湯
田
哲
男

湯
田
一
造

大
堀
エ
ミ
子

湯
田
孝
義

渡
部
昶

湯
田
又
十
郎

渡
部
常
道

星
傳
助

佐
藤
セ
ン

星
傳
助

湯
田
國
勝

大
竹
茂
平

星
弥
三
郎

保
證
責
任
田
島
信
用
購

買
販
売
組
合

大
竹
茂
平

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
四
十
四
号
）
に
よ

る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
七
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
栗
山
舘
岩
線

南
会
津
郡
南
会
津
町
湯
ノ
花
字
水
引
五

平
成
二
九
年
七
月
一
一
日

六
番
三
地
先
か
ら

同

郡
同

町
湯
ノ
花
字
水
引
五

四
番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

公

告

公
告
第
百
五
十
九
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
相
馬
港
港

湾
計
画
の
変
更
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要

港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要
を
公
告
す
る
件
（
平
成
二
十
五
年
公
告
第
三
百
九
十
号
）
に
よ
り
そ
の

概
要
を
変
更
し
た
相
馬
港
港
湾
計
画
に
つ
い
て
、
土
地
利
用
需
要
の
変
化
及
び
港
に
お
け
る
に
ぎ
わ

い
空
間
の
創
出
に
対
応
す
る
た
め
変
更
し
た
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

危
険
物
取
扱
施
設
計
画

地
区
名

港

湾

施

設

五
号
ふ
頭

五
、
○
○
○
Ｄ
／
Ｗ
級

水
深
七
・
五
メ
ー
ト
ル

ド
ル
フ
ィ
ン
二
バ
ー
ス

危
険
物
取
扱
施
設
用
地

九
ヘ
ク
タ
ー
ル

２

港
湾
環
境
整
備
施
設
計
画

緑
地

地
区
名

面

積
（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

一
号
ふ
頭

七

四
号
ふ
頭

五

五
号
ふ
頭

三

３

土
地
造
成
及
び
土
地
利
用
計
画

土
地
利
用
計
画

（
単
位

ヘ
ク
タ
ー
ル
）

港

湾
交

流

都
市
交

通
危
険
物

廃
棄
物

ふ

頭

工

業

地
区
名

関

連
厚

生

機
能
機

能
取
扱
施
緑
地
取
扱
施
合

計

用

地

用

地

用

地
用

地

用
地
用

地
設
用
地

設
用
地

一
号

一
二

一
一

四

六

七

四
〇

ふ
頭

(一
二
)
(一
一
)
（
四
）

（
六
）

(七
)

(四
〇
)

四
号

一
一

二

一
九

五

三
七

ふ
頭

(一
一
)

（
二
）
(一
九
)
(五
)

(三
七
)

五
号

一

一
九

二

九

三

三
三

ふ
頭

（
一
）

(一
九
)

（
二
）
（
九
）

(三
)

(三
三
)

注
一

（

）
は
、
港
湾
の
開
発
、
利
用
及
び
保
全
並
び
に
港
湾
に
隣
接
す
る
区
域
の
保
全
に
、
特

に
密
接
に
関
連
す
る
土
地
利
用
計
画
で
内
数
で
あ
る
。

注
二

今
回
の
変
更
に
係
る
地
区
の
み
記
述
し
た
。

注
三

端
数
整
理
の
た
め
、
内
訳
の
和
は
必
ず
し
も
合
計
と
は
な
ら
な
い
。

二

変
更
後
の
港
湾
計
画
の
縦
覧
の
場
所

福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号

福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
港
湾
課

（
港

湾

課
）
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公 告 第 １ ６ ０ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 29年 ７ 月 11日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
⑴ 除 雪 ド ー ザ Ⅰ （ 18ｔ 級 ） １ 台
⑵ 除 雪 ド ー ザ Ⅱ （ 14ｔ 級 ） １ 台
⑶ 除 雪 ド ー ザ Ⅲ （ 18ｔ 級 ） １ 台
⑷ 除 雪 ド ー ザ Ⅳ （ 18ｔ 級 ） １ 台
⑸ ロ ー タ リ 除 雪 車 Ⅰ （ 2 . 6 ｍ 級 ） １ 台
⑹ ロ ー タ リ 除 雪 車 Ⅱ （ 2 . 2 ｍ 級 ） １ 台
⑺ ロ ー タ リ 除 雪 車 Ⅲ （ 2 . 6 ｍ 級 ） １ 台
⑻ ロ ー タ リ 除 雪 車 Ⅳ （ 2 . 6 ｍ 級 ） １ 台

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 29年 ６ 月 22日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
⑴ １ の ⑴ に 掲 げ る 物 品 等 コ マ ツ 福 島 株 式 会 社 福 島 県 郡 山 市 字 下 亀 田 16番 地 ３
⑵ １ の ⑵ に 掲 げ る 物 品 等 コ マ ツ 福 島 株 式 会 社 福 島 県 郡 山 市 字 下 亀 田 16番 地 ３
⑶ １ の ⑶ に 掲 げ る 物 品 等 コ マ ツ 福 島 株 式 会 社 福 島 県 郡 山 市 字 下 亀 田 16番 地 ３
⑷ １ の ⑷ に 掲 げ る 物 品 等 コ マ ツ 福 島 株 式 会 社 福 島 県 郡 山 市 字 下 亀 田 16番 地 ３
⑸ １ の ⑸ に 掲 げ る 物 品 等 会 津 機 械 株 式 会 社 福 島 県 河 沼 郡 会 津 坂 下 町 大 字 牛 川 字
砂 田 588番 地

⑹ １ の ⑹ に 掲 げ る 物 品 等 会 津 機 械 株 式 会 社 福 島 県 河 沼 郡 会 津 坂 下 町 大 字 牛 川 字
砂 田 588番 地

⑺ １ の ⑺ に 掲 げ る 物 品 等 会 津 機 械 株 式 会 社 福 島 県 河 沼 郡 会 津 坂 下 町 大 字 牛 川 字
砂 田 588番 地

⑻ １ の ⑻ に 掲 げ る 物 品 等 会 津 自 動 車 工 業 株 式 会 社 福 島 県 会 津 若 松 市 一 箕 町 大 字
亀 賀 字 郷 之 原 224番 地

５ 落 札 金 額
⑴ １ の ⑴ に 掲 げ る 物 品 等 19 , 0 6 2 , 0 0 0円
⑵ １ の ⑵ に 掲 げ る 物 品 等 17 , 6 5 2 , 6 0 0円
⑶ １ の ⑶ に 掲 げ る 物 品 等 21 , 3 4 6 , 2 0 0円
⑷ １ の ⑷ に 掲 げ る 物 品 等 19 , 8 2 8 , 8 0 0円
⑸ １ の ⑸ に 掲 げ る 物 品 等 49 , 0 3 2 , 0 0 0円
⑹ １ の ⑹ に 掲 げ る 物 品 等 36 , 8 2 8 , 0 0 0円
⑺ １ の ⑺ に 掲 げ る 物 品 等 48 , 4 9 2 , 0 0 0円
⑻ １ の ⑻ に 掲 げ る 物 品 等 49 , 1 4 0 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 29年 ５ 月 ９ 日

（ 入 札 用 度 課 ）

公 告 第 １ ６ １ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 29年 ７ 月 11日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
胃 胸 部 併 用 デ ジ タ ル 検 診 車 １ 台

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 29年 ６ 月 27日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 三 陽 福 島 県 福 島 市 松 浪 町 ８ 番 13号

５ 落 札 金 額
7 4 , 9 9 5 , 2 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 29年 ５ 月 16日

（ 入 札 用 度 課 ）


